
区分 全ト協 福ト協

大　型 １００万円 －

中　型 ４５．９万円 ４５．９万円

小　型 １２．２万円 １２．２万円

大　型 ６０万円 ６０万円

中　型 ３３．５万円 ３３．５万円

小　型 ９．７万円 ９．７万円

電気自動車(※1助成対
象事業者は中小企業に
限る)

搭載された電池によって駆動され
る電動機を原動機とする自動車
で、当該自動車に係る自動車検
査証記録事項の燃料欄に当該自
動車の燃料が電気と記載されて
いるもの

小　型 ３０万円 ３０万円

燃料電池自動車(※1助
成対象事業者は中小企
業に限る)

圧縮水素又は液体水素を燃料とし、
燃料電池スタック及び電動機を備え
たもので、当該自動車に係る自動車
検査証記録事項の燃料欄に当該自
動車の燃料が燃料電池自動車と記
載されているもの

小　型 ３０万円 ３０万円

※１  電気自動車及び燃料電池自動車については、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項第1号に
　  掲げる中小企業者（資本金3億円以下又は従業員300人以下）の事業者であること。

※２　各区分に属する助成対象車両は、参考車両型式の一覧表（別表）に示すものとする。
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助成対象車両
助成交付額（定額）

天然ガス自動車

内燃機関の燃料として可燃性ガ
スを用いる自動車で、当該自動
車に係る自動車検査証記録事項
の燃料欄に当該自動車の燃料が
ＬＮＧもしくはＣＮＧと記載されてい
るもの

ハイブリッド自動車

内燃機関を有する自動車で併せ
て電気又は蓄圧器に蓄えられた
圧力を動力源として用いるもので
あり、かつ、当該自動車に係る自
動車検査証記録事項の備考欄に
当該自動車がハイブリッド車と記
載されているもの
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